
社会人経験のある入学生の方へ 

専門実践教育訓練給付制度のご案内 
 

●専門実践教育訓練給付制度とは 

専門実践教育訓練給付金制度は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者（在職者）または一般被保険者 

だった離職者が厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講した時に、教育訓練にかかった 

費用の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられる制度です。 

当校は、助産学科、看護学科３年課程、おいて、厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金制度講座」に指定を受

けています。 

 

●支給の対象となる方 

受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が３年以上（初回の場合は２年以上）の雇用保険被保険者期間を 

有していること。 ＊現在離職中の方は、離職後１年以内での入学が条件となります。 

 

● 支  給  額  ＊２０２４年１０月 1日受講開始分より③が拡充されました。 

①教育訓練経費の５０％（上限年間４０万円）を６か月ごとに支給 

②資格取得等し、訓練終了日の翌日から１年以内に雇用保険の被保険者として雇用された方には、教育訓練 

経費＊の２０％に相当する額(上限年間１６万円)を追加支給。 

③専門実践教育訓練を修了し、資格取得・就職し、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して５％以上 

上昇した場合経費＊の１０％に相当する額(上限年間８万円)を追加支給。 

＊教育訓練経費（本校の対象経費は、入学金、授業料です。学校に支払った費用のすべてが該当するわけで 

はありません。） 

 

● 給付金の申請先 

申請先は、お住いの市町村を管轄するハローワークです。 

 

● 申 込 期 限 

詳細はハローワークにご相談ください。 

 

さらに 

専門実践教育訓練の対象者でなおかつ一定の要件を満たせば、教育訓練支援給付金制度の対象となります。  

対象者は、雇用保険の基本手当日額の60％に相当する額を訓練受講中に２か月毎に受給することができます。 

（受講開始日が令和7年4月１日から令和8年3月31日までの2年間の暫定措置です） 

 

 

● 申請・お問い合わせ先 

詳細は、厚生労働省のホームページ（「厚生労働省 教育訓練給付制度」で検索）をご覧いただくか、お住いの 

地域の管轄ハローワークの教育訓練給付申請窓口にお問い合わせください。 

講 座 名 受講開始日 受講修了予定日 教育訓練講座 指定番号 

助 産 学 科 
入学式当日 修業年限の3月３１日 

0810006-1510011-1 

看護学科３年課程 0810006-1510021-4 
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